
 

 

2021年 7月 29日 

各 位 

仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 

株式会社 仙 台 銀 行 

 

未利用口座管理手数料の取扱いについて 

 

株式会社仙台銀行（本店 仙台市 頭取 鈴木 隆）では、長期間ご利用頂いていない口

座の利用促進および不正利用による被害防止を目的として、下記のとおり未利用口座管理手

数料を新設させていただきますのでお知らせします。 

 当行では、今後もお客さまに満足していただける金融サービスの提供に努めてまいります

ので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

1.未利用口座管理手数料の概要 

対 象 口 座 

・2021 年 9 月 1 日以降に開設された個人（個人事業主を含む）の普

通預金口座（決済用預金も含む）、総合口座、貯蓄預金口座 

・最後のお取引から 2 年以上、一度もお預入れ、お引出し、口座振

替等がない口座（本件手数料の引落し、お利息入金は除く） 

対象外口座 

・預金残高が 10,000円以上の当該預金口座 

・同一支店で借入残高があるお客さま 

・同一支店で預かり資産（定期預金、投資信託等）の残高があるお

客さま 

未利用口座に 

対する取扱い 

 

（1）未利用口座の対象となった際は、当行にご登録頂いているご住

所宛にお知らせを郵送致します 

（2）郵送後、一定期間（約 3ヶ月）を経過しても、ご利用またはご

解約がない場合、対象口座から未利用口座管理手数料を引落し

致します 

（3）手数料金額に対して対象口座の残高不足により、本件手数料の

引落しができなかった場合は、対象口座の残高を全額引落し、

自動的に解約させて頂きます 
 

管理手数料 
 

年間 1,320円（消費税込） 
 

※ 1 2021年 8月末までに開設された普通預金口座（決済用預金も含む）、総合口座、

貯蓄預金口座には、未利用口座管理手数料の負担はありません 

※ 2 2021年 9月 1日以降に口座開設された「未利用口座」を対象として管理手数料

をご負担いただくものであり、日頃からお預入れやお引出し、口座振替等をご

利用いただいている口座が対象となることはありません 

 



 

 

２．取扱開始日 

2021年 9月 1日 

以 上 

 

本件に関する問合せ先 

事務部事務管理課 

大澤 康弘 

℡022-225-8240 


